
第４９号議案 

   令和２年度芦屋市一般会計補正予算（第５号） 

  令和２年度芦屋市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ130,824千円を追加し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ58,118,604千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

   令和２年８月７日提出 

芦屋市長 伊 藤  舞    
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【別紙】…前頁①～④に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 一般財源

商工費-商工費-商工振興費

キャッシュレス決済ポイント事業

衛生費-保健衛生費-保健センター費

妊婦臨時特別給付金事業

衛生費-保健衛生費-保健センター費

集団健(検)診等WEB予約システム
導入事業

衛生費-保健衛生費-保健センター費

乳幼児健康診査等WEB予約システム導入
事業

総務費-総務管理費-一般管理費

タブレット端末整備事業

総務費-総務管理費-庁舎建設費

感染拡大防止対策事業（市庁舎等）

合　計 ＋130,824 ＋0 ＋130,824

④

事　業　名 事 業 概 要 補正額
財源内訳

①

②

③

＋5,000

＋101,220

＋17,029

感染症拡大の影響を受ける市内経済の活性化やキャッシュレス決済の
普及促進を図る観点から，市の独自施策として10月1日から1ヶ月間，
市内の店舗（大手チェーン店を除く）でキャッシュレス決済を行った
方に対し，一定のポイント(還元率20％・上限1千円/回，5千円/実施
期間）を付与するもの。

＋101,220

感染症拡大防止の観点から，集団健診及び各種がん検診等の一回当た
りの受診人数を減らさざるを得なくなったことにより，予約受付時間
に制約がある中で，事前予約が取りづらくなるなど市民負担が生じて
いるため，昼夜問わず24時間予約・変更可能なWEB予約システムを
導入し，市民サービスの向上・受付業務の効率化を図るもの。

＋1,000

＋1,650 ＋1,650

＋4,925 ＋4,925

＋1,000

感染症対策の長期化を見据え，市庁舎等の窓口に，飛沫感染予防の
ための透明アクリル板を設置するもの。

＋5,000

感染症拡大防止の観点から，乳幼児健診及び育児相談を事前予約制と
したところ，予約受付時間に制約があり，予約変更時にも再度の連絡
が必要となるなど市民負担が生じているため，昼夜問わず24時間
予約・変更可能なWEB予約システムを導入し，市民サービスの向上・
受付業務の効率化を図るもの。

＋17,029

会議室や研修会場の密を避けるため，WEB会議やオンライン研修で
使用するタブレット端末（16台）を配備するもの。
また，在宅勤務時の会議参加やインターネット検索端末として活用
するほか，災害時に避難所で感染者が発生した場合における保健師等
によるオンライン相談等にも活用する。

感染症拡大による妊婦の不安解消や孤立防止を図る観点から，市の
独自支援策として，健診等を受診する際の交通費や感染予防のための
物品購入費等に充てるため，対象となる妊婦に対して臨時特別給付金
（一人につき1万円）を支給するもの。
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